
 

  

 令和７年７月１５日  

拝島中学校保護者の皆様  

昭島市立拝島中学校  

校 長  乙 幡  英 剛  

 

気象災害への学校の対応について 

 

平素より本校の教育活動にご理解・ご協力をいただき、ありがとうございます。 

さて、「気象災害への学校の対応に関する指針（昭島市教育委員会 令和７年７月４日）」

を受け、本校では、下記のように対応いたします。 

保護者の皆様におかれましては、ご理解とご協力をお願いいたします。   

 

（１）登校前に関する主な判断基準  

判断時刻 項目 気象情報  学校の対応 

当日午前６時 

ア  

特別警報・土砂災害警戒情報  

「休校」  記録的短時間大雨情報  

警報（暴風、暴風雪、洪水） 

イ  警報（大雨、大雪） 
「通常授業」（必要に応じて「登

校時刻の変更」又は「休校」） 

ウ  

上記ア及びイに該当しないが、登

校に支障がある場合や校内の安全

指導体制が確保できない場合  

必要に応じて「登校時刻の変

更」又は「休校」 

（２）登校中に関する主な判断基準  

判断時刻 項目 気象情報  学校の対応 

当日午前６時

を過ぎてから

登校時刻まで

の間 

オ  

特別警報・土砂災害警戒情報  「休校」（既に登校した生徒は、 

学校に待機し、警報等解除後又

は安全確保後に下校） 

記録的短時間大雨情報  

警報（暴風、暴風雪、洪水） 

カ  警報（大雨、大雪） 
「通常授業」（場合によっては、

「登校時刻の変更」又は「休校」） 

（３）保護者の皆様へ 

①前日に、気象災害による休校、登下校時刻の変更の措置をとる可能性がある場合は、メー

ル配信等により、連絡します。  

②保護者の判断で生徒を自宅待機させる又は登校を遅らせる措置をした場合は、遅刻や欠席  

扱いとしません（その際は、学校への連絡をお願いします）。  

③当日午前６時に決定した学校の対応は、登校前の午前７時頃までにメール配信等で連絡し

ます。また生徒が登校中、在学中に学校が決定した場合は、決定後、メール配信等で連絡

します。 

 

                         （問い合わせ） 

昭島市立拝島中学校 

副校長 森田 倫子 

（電話）042（541）1040 


